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2023年度事業報告 
自 2023年4月 1日 

至 2024年3月31日 

 

 

Ⅰ．2023年度の事業概況 

交通事故紛争処理センター（以下「当センター」という）は、1974年（昭和49年）2月に、前

身である交通事故裁定委員会として業務を開始して以来、先駆的なＡＤＲ機関として、自動車事

故をめぐる損害賠償の和解斡旋及び審査業務を実施してきた。 

 近年、自動車の運転支援装置の普及が進んでいることなどもあり、全国の自動車事故は、発生

件数、負傷者数ともに減少傾向にあるが、自動車事故によって未だに多くの方が死傷されており、

その被害実態には依然として厳しい状況が見られる。また、高齢化社会の到来や家族構成の変化、

労働環境の変化などの社会経済の構造変容も相俟って、損害賠償の紛争も複雑化しており、事故

に遭った当事者の紛争解決を図るＡＤＲ機関としての当センターの役割に対する期待は、今な

お高いものがある。 

このような状況の中で、当センターに課せられた社会的責任を改めて認識し、引き続き法人及

び事業運営全般の信頼を一層高めていくとともに、より多くの当事者に当センターを利用する

機会を提供し、窓口の充実と利便性の向上を図っていくとの認識の下で、事業計画において次の

基本方針を定め、具体的な事業活動を行うこととした。 

 

 １．自動車事故をめぐる損害賠償に係る紛争の中立・公正かつ迅速な解決を図るとともに、信

頼をより一層高める。 

 ２．相談担当弁護士・審査員の専門的能力の更なる向上及び事案処理の標準化・効率化を図る。 

 ３．法律相談・和解斡旋及び審査裁定業務の円滑な推進と関係団体等との協力・連携を図る。 

 ４．調査研究活動に積極的に取り組み、その成果を法律相談・和解斡旋及び審査裁定業務等に

おいて活用を図る。 

 ５．当センターの利用促進を図り、事業をより強力に推進する。 

 

これらの事業計画に基づき、2023年度は次のとおり事業を実施した。 

 

（1）事業活動（公益目的事業） 

① 法律相談、和解斡旋及び審査業務 

  ￭ 法律相談及び和解斡旋業務については、2023年度の相談件数は当センター全体で14,368

件であり、相談件数のうち当事者から新規に申込みを受けた新受件数は5,139件であった。

また、審査業務については、2023年度の審査件数は当センター全体で506件であった。前

年度と比較すると新規申込み件数は増加したが、相談件数と審査件数は減少した。 

  ￭ 和解斡旋及び審査事案の処理結果を見ると、最終的に和解が成立した件数は4,522件で

あり、前年度と比較すると、相談件数の減少に伴って減少している。 

  ￭ 広報活動としては、公益法人として更に多くの利用者に当センターを利用する機会を提

供することを目的とし、利用者本人が安心して利用できるような情報発信に努めた。具体
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的には、身近な地方自治体や関係機関の相談所に利用案内（リーフレット）やＰＲカード

を引き続き重点的に配布するとともに、広報用クリアファイルを作成した。 

 

② 関連する活動（諸会議・関係団体との連携・調査研究活動等） 

  ￭ 法律相談、和解斡旋及び審査を円滑に実施し、業務を行う相談担当弁護士及び審査員の

専門的能力の更なる向上並びに事案処理の効率化を図るため、本部・支部・相談室の定例

会議を開催するとともに、当センター全体で情報を共有し、組織運営及び業務法律上の問

題を協議するための全国会議を開催した。また、相談担当弁護士等の医療知識の向上を図

ることを目的に、関係団体が主催する医療セミナーに参加した。 

    加えて、地方裁判所、関係団体等との事例研究会、業務懇談会等を実施・共催して、

関係団体等との連携を図った。 

  ￭ 調査研究活動としては、相談担当弁護士及び審査員等が業務に活用する当センター独自

の「新判例紹介・裁定例検索システム」に新規データを追加するとともに、当センターの

審査会で審査・裁定した審査事案の主要なものを収録した「交通事故裁定例集」第41号を

発行し、広く一般に対して公開している。 

 

（2）管理部門（法人関係） 

   当センターでは、業務の改善と同時に、継続的に事業運営の合理化・効率化及び運営経費

の節減に取り組んでいる。 

2023年度においては、利用者の利便性の向上を図る目的で、一部事務所について改修を

実施した。 

    

なお、2023年度の事業活動及び管理部門の詳細な活動内容は、以下のⅡ及びⅢのとおりである。 
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Ⅱ．事業活動 

  － 交通事故に関する無償の法律相談、和解斡旋及び審査事業（公益目的事業）－ 

 

１．法律相談、和解斡旋及び審査業務 

  取扱事案の迅速な解決に向けて、2023年度においても引き続き事業計画に沿って、限られた人

的・物的資源の効率化を図り、斡旋可能な利用者に対する迅速なサービスの提供に努めた。 

 

（1）法律相談及び和解斡旋の実施状況（相談件数等） 

2023年度においては、相談件数は当センター全体で14,368件（前年度比1,026件減少）であり、

そのうち申立人から新規に申込みを受けた新受件数は5,139件（前年度比104件増加）であった。 

また、最終的に和解が成立した件数は4,522件（前年度比36件減少）である。 

2023年度中の本部・支部・相談室別の相談件数（新受件数と再来件数を合計したのべ件数）、

新受件数及び和解成立件数は次表のとおりである。 

 

〔相談件数等の状況〕                        （単位：件） 

区 分 本部 札幌 仙台 名古屋 大阪 広島 高松 福岡 さいたま 金沢 静岡 合計 

相談件数(件) 3,939 599 1,150 １,622 2,682 319 921 873 1,344 273 646 14,368 

前年度件数 4,374 482 1,169 2,068 3,015 324 915 953 1,147 252 695 15,394 

新受件数(件) 1,399 213 427 605 819 166 299 332 532 141 206 5,139 

前年度件数 1,349 176 446 646 846 141 315 348 419 126 223 5,035 

和解成立(件) 

（審査を含む） 
1,185 181 393 538 703 148 262 334 463 117 198 4,522 

前年度成立 1,311 153 402 551 724 124 274 311 401 107 200 4,558 

 

（2）審査の実施状況（審査件数等） 

和解斡旋が不調に終わった場合には、当事者からの申立を受けて、更なる紛争解決のための審

査が行われる。 

2023年度の審査件数は、当センター全体で506件（前年度比47件減少）となり、そのうち和解

が成立した件数は410件（前年度比61件減少）であった。 

2023年度中の本部・支部別の審査件数等の状況（審査結果の内訳等）は、次表のとおりである。 
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〔審査件数等の状況〕                        （単位：件） 

区 分 本部 札幌 仙台 名古屋 大阪 広島 高松 福岡 合計 

審査件数 
213 

(46) 

20 50 75 

(8)(10) 

93 13 12 30 506 

前年度審査件数 
241 

(42) 

20 53 73 

(0)(14) 

114 7 15 30 553 

審
査
件
数
内
訳 

本年度申立 
189 

(42) 

17 45 75 

(8)(10) 

77 13 12 26 454 

前年度申立 
24 

(4) 

3 5 0 

(0)(0) 

16 0 0 4 52 

審
査
結
果
内
訳 

裁定同意又は 

裁定前和解 

178 

(41)  

9 38 70 

(8)(9) 

71 

 

10 8 26 410 

裁定不同意 
 11 

（ 0） 

0 6 4 

(0)(1) 

4 

 

1 1 0 27 

係属中 
22 

(5） 

11 6 0 

(0)(0) 

16 2 3 4 64 

取下げ・不受理等 
 2 

(0） 

0 0 1 

(0)(0) 

2 0 0 0 5 

  
前年度和解成立件数

（裁定同意・裁定前 

和解含む） 

204 

(38)  

16 44 68 

(0)(13) 

94 

 

7 15 23 471 

注1：（ ）書きは、本部はさいたま相談室分、名古屋支部は金沢相談室（左）と静岡相談室（右）の合計を 

内数で示す。さいたま相談室は本部、金沢相談室と静岡相談室は名古屋支部で審査業務を実施している。 

注2：審査件数は実件数を示す。 

 

（3）利用者へのアンケート調査の実施 

当センターでは、毎年度、和解斡旋及び審査の手続きにおいて和解が成立した全ての個人の利

用者に対して、受付の対応・相談担当弁護士等の対応・和解斡旋の内容等についてアンケート調

査を実施し、その分析結果を業務運営に役立てている。2023年度も同様に調査を実施し、その結

果を集計分析して、利用者のニーズ等の把握に努めるとともに、各事務局、相談担当弁護士及び

審査員に結果を周知し、業務運営の改善を図っている。 

 

（4）法律相談、和解斡旋及び審査業務のＩＴ化の推進 

当センターでは、業務全体について、各事案処理の迅速化・省力化及び記録保存を徹底し、全

国で統一したサービスを提供することを目的に「相談業務管理システム」を導入しており、同シ

ステムの活用を推進することで効率化を図るとともに、相談事案等の集計を行っている。2023年

度においても、弁護士用システムについて、引き続き相談担当弁護士等への一層の活用を促進し

ている。 

システム環境については、ハードウエア、ソフトウエアの両面共に技術の進歩が著しく、セキ

ュリティについても年々高度な対策が求められているため、システムに対し最新のセキュリテ

ィ対策を施している。 

なお、次期の「相談業務管理システム」については、更なる効率化等の実現に向け、2023年度

の下半期からシステム開発に着手した。 
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また、WEB会議システムを活用した和解斡旋の導入を目指して、2021年度から2022年度に本部

において事案を限定して実証実験を実施しており、実現に向け継続して検討を行っている。 

 

（5）相談担当弁護士及び審査員 

公益目的事業である法律相談、和解斡旋及び審査業務を行う相談担当弁護士及び審査員は、

2024年3月31日時点で相談担当弁護士176名、審査員50名に委嘱している。 

本部・支部・相談室別の人数は以下のとおりである。 

 

〔相談担当弁護士及び審査員数〕                   （2024年3月31日現在） 

本部・支部・相談室 本部 札幌 仙台 名古屋 大阪 広島 高松 福岡 さいたま 金沢 静岡 計 

相談担当弁護士 36 25 13 17 26 10 5 13 19 4 8 176 

審査員 13 5 5 6 8 4 4 5 －  －  －  50 

 

２．諸会議、事例研究会及び研修会等の実施 

相談担当弁護士及び審査員の専門的能力の向上並びに当センター内での事案処理の標準化・効

率化を図るための措置として、定期的な合同会議等の諸会議及び新任者研修等を開催するととも

に、関係団体との事例研究会を開催している。 

また、法律相談、和解斡旋及び審査業務の円滑な推進と関係団体等との協力・連携を図るため

の措置として、関係団体、特に和解斡旋を行う際の被害者の相手方である保険会社等の損害調査

実務担当者との業務懇談会の開催、関係団体が主催する医療セミナーへの参加等、事業計画に沿

って、以下のとおり実施した。 

 

（1）諸会議及び研修会の実施 

審査員及び相談担当弁護士の専門的能力の向上並びに当センター内での事案処理の標準化・

効率化を目的として、当センター内での合同会議・研修等を開催した。 

具体的な開催内容は以下のとおりである。 

①合同会議（本部・支部）及び定例会議（相談室） 

原則として月1回、審査員及び相談担当弁護士が集まり、本部・支部・相談室の業務の運営 

について打ち合わせるとともに、個別事案について協議する合同会議・定例会議を開催してい

る。 

2023年度の本部・支部・相談室別の開催回数は次表のとおりである。 

〔合同会議・定例会議〕                 

本部・支部・相談室 本 部  札 幌  仙 台  名古屋 大 阪  広 島  高 松  福 岡  さいたま 金 沢  静 岡  

開催回数 11 11 12 11 11 11 11 12 11 6 11 

 

②全国審査員・相談担当弁護士合同会議 

全国の審査員及び相談担当弁護士が参集し、当センターの組織運営上の問題及び業務に関

する法律問題等に関する協議議題について、検討や事例研究等を行う会議を開催し、当該協

議議題に関する要約版を作成して当センター審査員及び相談担当弁護士に配付し、業務の参

考に供した。また、議事録等検索システムにも収録し、活用を図っている。 
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    2023年度は以下のとおり開催した。 

回数  開催日  開催場所  出席者数 内容  

第84回 2023年10月13日 名鉄グランドホテル 84名 
 ・組織運営上の問題    1問     

 ・業務に関する法律問題  3問 

 

③審査員会議 

本部及び支部において、審査会の運営及び組織運営について検討・協議を行う審査員会議

を適宜開催した。 

 

④新任相談担当弁護士等に対する研修の実施 

新任相談担当弁護士に対し、当センターの業務、事案処理に関する研修を随時実施すると

ともに、相談業務管理システム操作等に関しても適宜個別にサポートを行った。また、一定

期間経過後の相談担当弁護士について、中間研修を適宜実施した。 

 

（2）事例研究会及び業務懇談会等の実施 

審査員及び相談担当弁護士の専門的能力の向上・知識の修得に加え、和解斡旋及び審査業務

の円滑な推進と関係団体等との協力・連携を図ることを目的として、地方裁判所の交通部裁判

官及び日弁連交通事故相談センターとの事例研究会、日本損害保険協会（損害保険会社）・ＪＡ

共済連等の損調実務担当者との業務懇談会等を以下のとおり開催した。また、関係各団体との

事務局部門間の業務懇談会についても適宜開催した。 

 

①交通部裁判官との事例研究会・懇談会  

開催日 開催地 開催場所 出席者 

2 0 2 3年 1 1月 2 1日 広 島 支 部 広島弁護士会館 
・広島地方裁判所裁判官 
・当センター支部審査員・相談担当弁護士 

2 0 2 3年 1 2月 7日 福 岡 支 部 福岡県弁護士会館 
・福岡地方裁判所裁判官 
・当センター支部審査員・相談担当弁護士 

2 0 2 3年 1 2月 1 1日 大 阪 支部 大阪弁護士会館 
・大阪地方裁判所裁判官 
・当センター支部審査員・相談担当弁護士 

2 0 2 4 年 2 月 1 日 仙 台 支 部 仙台弁護士会館 
・仙台地方裁判所民事部裁判官・仙台簡易裁判
所裁判官 

・当センター支部審査員・相談担当弁護士 

2 0 2 4 年 2 月 6 日 名古屋支部 ＫＫＲホテル名古屋 

・名古屋地方裁判所民事第3部裁判官・名古屋簡
易裁判所裁判官 

・当センター支部審査員･相談担当弁護士 
及び静岡相談室相談担当弁護士 

2 0 2 4年 2月 2 0日 東 京 本 部 新宿ＮＳビル 
・東京地方裁判所民事第27部裁判官 
・当センター本部審査員･相談担当弁護士 
及びさいたま相談室相談担当弁護士 

 

②日弁連交通事故相談センターとの事例研究会（本部のみ）  

開催日 開催場所 出席者 

2 0 2 3 年 5 月 1 8 日 田中田村町ビル＋ＷＥＢ会議 ・日弁連交通事故相談センター担当弁護士 

・当センター本部審査員･相談担当弁護士 

及びさいたま相談室相談担当弁護士 

2 0 2 3 年 9 月 1 4 日 新宿ＮＳビル＋ＷＥＢ会議 

2 0 2 4 年 1 月 1 9 日 田中田村町ビル＋ＷＥＢ会議 
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③日本損害保険協会との懇談会  

開催日 開催地 出席者 

2 0 2 3 年 7 月 2 0 日 福 岡 支 部 

・損保会社の損害調査実務担当者 

・当センター審査員･相談担当弁護士 

 

(＊1)静岡相談室・相談担当弁護士出席 

(＊2)さいたま相談室・相談担当弁護士出席 

2 0 2 3 年 9 月 1 4 日 仙 台 支 部 

2 0 2 3年 1 0月 2 6日 名古屋支部（＊1） 

2 0 2 3年 1 1月 2 1日 高 松 支 部 

2 0 2 3年 1 1月 3 0日 広 島 支 部 

2 0 2 4 年 1 月 3 0 日 札 幌 支 部 

2 0 2 4 年 2 月 5 日 東京本部（＊2） 

2 0 2 4 年 2 月 1 5 日 大 阪 支 部 

 

④ＪＡ共済連との懇談会  

開催日 開催地 開催場所 出席者 

2 0 2 3 年 1 1 月 9 日 名古屋支部（＊） ＪＡあいちビル 

・ＪＡ共済連の損調実務担当者 

・当センター支部審査員･相談担当弁護士 

（＊）静岡相談室・相談担当弁護士を含む 

2 0 2 3 年 1 1 月 2 9日 福 岡 支 部 アクロス福岡 

2 0 2 4 年 1 月 3 1 日 広 島 支 部 
JA共済連広島県本部

第2JAビル 

2 0 2 4 年 2 月 2 1 日 仙 台 支 部 東二番丁スクエア 

 

⑤医療セミナー 

関係団体が主催する医療セミナーに、当センターの相談担当弁護士及び審査員が参加し、

交通事故に関連する医療に関する知識・情報の取得等向上に努めている。 

開催日 開催地 テーマ 

2023年5月19日 東京 歯科医療の基礎知識―むし歯から外傷、インプラント治療まで― 

2023年6月16日 大阪 低髄液圧症候群―問題の背景と本質、そして今後の展望― 

2023年7月21日 大阪 小児外傷の特徴と諸問題 

2023年7月28日 名古屋 痛みの治療―慢性疼痛とペインクリニック― 

2023年9月22日 大阪 救急医療の実際と治療法―胸腹部を中心に― 

2023年11月17日 東京 CRPS―診断基準の推移と根本的な問題点― 

2023年11月17日 福岡 
社会構造の変化と頭部外傷治療の変遷 

―基礎知識から最新情報まで― 

2023年12月1日 名古屋 高次脳機能障害リハビリテーション―診断・治療・支援のコツ― 

2023年12月22日 大阪 CRPSに関する補償上の問題点 

2024年1月19日 広島 精神疾患の基礎知識 

 

（3）講師の派遣（本部） 

関係機関との連携の一環として、2023年度には以下の公的交通事故相談機関の相談員に対す

る研修会に講師を派遣した。 

研 修 会 名 交通事故相談員中央研修会 

主  催  者 国土交通省 

開 催 期 間 2023年5月23日～5月26日 

派 遣 講 師 当センター本部相談担当弁護士4名 
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（4）事業に関するその他会議の開催 

①企画委員会 

定例的な審議事項として、毎年秋に実施している全国審査員・相談担当弁護士合同会議に

おける協議議題の選定及び会議の運営全般に関する事項について検討・決定するとともに、

同会議において論議された内容についてセンター内に周知徹底を図るため、同会議終了後に

協議議題の要約版の編集を行っている。 

2023年度はＷＥＢ会議形式で企画委員会を2回開催し、下期に協議議題要約版の編集を行

った。 

また、定例的事項のほかに、当センターが創立50周年を迎えるに当たり、2024年2月に発刊

した創立50周年記念論文集「交通事故紛争解決法理の到達点」について、企画委員の中から

選定した編集委員を中心に編集作業を行った 。 

さらに、業務規定・利用規定の改正作業を行うため、企画委員会の下部に設置している諸

規定検討会において検討を進めた。 

 

②訴訟移行審査委員会 

当センターの和解斡旋に関わる係属中の事案について、相手方の保険会社等からの訴訟移

行要請の申請に基づき、その要請の可否を、訴訟移行運営要領に基づき、訴訟移行審査委員

会で審議決定している。 

2023年度に審議した訴訟移行申請案件は99件で、訴訟移行可とされた事案は35件であった。 

2023年度は月に2回のペースで、年度中に24回開催した。 

 

③苦情処理委員会 

当センターでは、業務に関する苦情、要望等について適切かつ迅速な対応を行うことを目

的として、苦情処理委員会を本部・支部・相談室ごとに設置している。また、当センターの

組織運営等に関わる重要な苦情等があった場合や、更なる対応が必要な場合のために、外部

学識経験者を加えて審議決定を行う中央苦情処理委員会を設置しており、業務改善方策及び

苦情対象者に対する処置を検討する苦情処理体制としている。 

2023年度は、苦情処理委員会設置規定に基づく苦情申立てはなかった。その他日常業務に

おける苦情・要望等については、個別事案ごとに適切に対応している。 

 

３．調査研究活動 

交通事故による損害賠償の調査研究及び自動車保険に関する調査研究等に積極的に取り組み、

その成果を公益目的事業である法律相談、和解斡旋及び審査業務において活用していくことと定

め、以下の活動を実施している。 

なお、当センターの和解斡旋及び審査会の裁定は、裁判所の判例、当センターでの裁定例及び

合同会議の検討結果、その他の資料を参考に行っている。 

 

（1）新判例紹介・裁定例検索システムによる判例等のデータベース化 

本システムは当センター独自のインターネット方式による検索システムであり、次の2つをデ

ータベース化し、相談担当弁護士及び審査員が、当センターにおいて、実施事業である交通事故

（自動車事故）の和解斡旋及び審査を行う際にアクセスして情報を利用し、業務に活用している

ものである。 
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  ①新判例紹介検索システム 

主要地方裁判所の交通事故に係る損害賠償関係の新判例を収集・要約し、これを当センタ

ー独自でデータベース化している。 

2023年度は、抽出・選定した495件の入力を行った。これにより、2023年度末までにデータ

ベース化した件数は累計19,427件となった。 

 

  ②裁定例検索システム 

当センターの審査会において審査・裁定した事案について、当センターで作成した裁定書

に要旨を付してデータベース化している。 

2023年度は128件の入力を行った。これにより、2023年度末までにデータベース化した件

数は累計4,860件となった。 

 

（2）交通事故裁定例集の発行 

当センターの審査会において審査・裁定した事案にかかる本部及び支部の裁定書のうち、主要

な事案を収録し体系的に整理して「交通事故裁定例集」として毎年発行し、当センターの相談担

当弁護士及び審査員が活用するほか、地方自治体及び関係機関・団体の交通事故相談業務等の参

考に資するため配付し、広く一般に対しても公開している。 

   2023年度は、2022年度分の裁定のうち、選定した75事例を収録した第41号を発行した。 

 

（3）専門委員会の開催 

企画委員会の下部組織として、特定事項について調査研究等を実施する専門委員会を設置し

ているが、上記（1）の新判例紹介検索システム及び裁定例検索システムのデータベース化並び

に上記（2）の交通事故裁定例集の編纂のために常設している各専門委員会では、2023年度は次

のとおり活動を行った。 

 

①判例調査専門委員会 

    新判例紹介検索システムによりデータベース化する新判例の抽出・要旨作成等の検討を行

う委員会であり、学識経験者及び当センター審査員の計6名が就任している。2023年度は48

回開催した。 

 

②裁定例調査専門委員会 

    データベース化する裁定例要旨作成等の検討及び交通事故裁定例集の編集を行う委員会

であり、学識経験者及び当センター審査員の計3名が就任している。2023年度は6回開催した。 

 

４．利用促進策の推進（広報活動） 

 

（1）各種広報媒体 

事業計画では、広報媒体の充実を図り、被害者本人が賠償問題の知識がなく、交渉に不慣れで

あっても、安心して利用してもらえるよう、次に挙げる広報媒体による情報発信を推進している。

主な広報媒体は以下のとおり。 
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  ①「ご利用のご案内」（リーフレット） 

広く全国の事故当事者に当センターの概要及び利用方法等を案内するリーフレットであり、

より多くの方々に周知してもらうため、継続的に関係機関の窓口に設置・配布を依頼してい

る。また、外国人向けにリーフレットの英語版も作成し、事務局に設置している。 

 

②ＰＲカード 

当センターの事業の趣旨・連絡先電話番号・ＱＲコードを記載した手に取りやすい名刺サ

イズのカードであり、引き続きその特性を生かして、リーフレットとともに公的相談機関等

の窓口への設置・配布を依頼し、当センターの受付窓口にも設置して活用を図った。 

 

  ③ポスター 

リーフレットやＰＲカードとともに、公的相談機関等の窓口への掲出を依頼している。 

 

④ホームページ 

当センターの概要及び利用方法等に加え、電子公告及び当センターに関する諸情報を公開

しているほか、法律相談、和解斡旋及び審査の利用方法等の案内を詳細に掲載している。 

   

⑤「事業の概要」（冊子） 

当センターの事業内容及び事業実施状況報告のダイジェスト等を掲載し、関係機関等に配

布している。2023 年度は「事業の概要2023」を発行した。また、英語版も作成し、事務局に

設置している。 

 

⑥クリアファイル 

当センターの所在地・電話番号を印刷したクリアファイルを作成し、関係機関に配布して

いる。 

 

（2）その他 

関係機関との間で、利用案内リーフレットの配布やホームページの相互リンク等について連

携を図るとともに、関係機関が発行している冊子・しおり等にも、当センターの情報が掲載され

るようにしている。一部の支部・相談室においては、公的機関のホームページへのバナー広告を

掲載している。また、取材申込・新聞等への掲載依頼に対しては個別に対応している。 

 

５．ＡＤＲ関連への対応 

   金融ＡＤＲ制度導入に伴う諸問題については、そんぽＡＤＲセンター等と諸課題について情

報交換して連携を図った。 

 

６．創立50周年記念論文集「交通事故紛争解決法理の到達点」の発刊 

   当センターは、前身である交通事故裁定委員会が1974年（昭和49年）2月に業務を開始して以

来、2023年度で創立50周年を迎えることになったことから、公益目的事業の一環として、自動

車事故損害賠償の紛争解決に関する実務上の問題や判例の動向と学説の考え方等をまとめた、

当センター関係者の執筆による、創立50周年記念論文集「交通事故紛争解決法理の到達点」を

2024年2月に発刊した。 
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Ⅲ．管理部門  

 

１．役員等に関する事項 

（1）評議員 

   評議員の就任状況（19名）                  2024年3月31日現在 

氏 名 現職等 

野 村 豊 弘 日本エネルギー法研究所 理事長 

角   紀代恵 立教大学名誉教授 

小賀野 晶 一 千葉大学名誉教授 

佐 藤 俊 行 一般財団法人日本交通安全教育普及協会 理事長 

入 谷   誠 一般財団法人全日本交通安全協会 専務理事 

島   雅 之 一般社団法人日本自動車連盟 専務理事 

川 北   力 損害保険料率算出機構 前副理事長 

坂 本 仁 一 一般社団法人日本損害保険協会 常務理事 

原 田 雄 三 全国共済農業協同組合連合会 自動車部部長 

川 野 雄 二 全国労働者共済生活協同組合連合会 常務執行役員 

名 執 雅 子 日本司法支援センター 理事 

五十川 直 行 九州大学名誉教授 

鳥谷部   茂 広島大学名誉教授 

吉 永 一 行 東北大学大学院法学研究科教授 

今 村 昭 文 弁護士 

長谷川 留美子 弁護士 

原   敦 子 弁護士 

的 場 智 子 弁護士 

山 下 照 樹 弁護士 
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（2）役員 

   役員の就任状況（理事16名、監事2名）            2024年3月31日現在 

役 職 氏 名 現職等                              

理事長 新美 育文 弁護士・明治大学名誉教授              

理 事 早川 眞一郎 専修大学法科大学院教授 

理 事 芝田 俊文 弁護士・元東京高等裁判所部総括判事 

理 事 加藤 新太郎 弁護士・元東京高等裁判所部総括判事 

理 事 長谷川 健 弁護士 

理 事 若旅 一夫 弁護士 

理 事 栗宇 一樹 弁護士 

理 事 山口 健一 弁護士 

理 事 筏津 順子 名古屋支部長・元名古屋高等裁判所部総括判事  

理 事 山﨑  博 札幌支部長・弁護士  

理 事 木村 元昭 福岡支部長・弁護士・元福岡地方裁判所長 

理 事 小西 秀宣 広島支部長・弁護士・元広島地方裁判所長  

理 事 森  宏司 大阪支部長・元大阪高等裁判所部総括判事 

理 事 柳瀬 治夫 高松支部長・弁護士 

理 事 田村 幸一 仙台支部長・弁護士・元高松高等裁判所長官 

常務理事     竹内 淳博 本部事務局長（常勤） 

監 事 吉川 正幸 公認会計士 

監 事 前川  渡 弁護士 

 

（3）顧問 

定款第30条に定める顧問として、当センター前理事長の森嶌 昭夫氏及び前常務理事・事務局

長の江口徹治氏が就任している。 

 

２．評議員会及び理事会等 

（1）評議員会 

〇第12回評議員会 2023年6月2日 当センター本部会議室（Web会議形式を併用） 

   決議事項  第1号議案 議長の選出の件 

         第2号議案 議事録署名人の選出の件 

         第3号議案 2022年度事業報告の承認の件           

         第4号議案 2022年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び 

               附属明細書並びに財産目録の承認の件 
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         第5号議案 理事の選任の件 

報告事項等 第36回から第39回理事会の主な決議事項について 

2023年度事業計画及び収支予算について 

2022年度取扱事案分類について 

 

（2）理事会 

①第39回理事会 2023年5月12日 当センター本部会議室（Web会議形式を併用） 

   決議事項  第1号議案 2022年度事業報告の承認の件 

         第2号議案 2022年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書） 

及び附属明細書並びに財産目録の承認の件 

         第3号議案 定時評議員会招集の件 

報告事項等 理事長及び常務理事の職務執行状況の報告・業務状況の報告 

 

②第40回理事会 2023年10月13日 名鉄グランドホテル（名古屋市） 

   決議事項  第1号議案 審査員選任の件 

第2号議案 評議員選定委員会に推薦する評議員候補者の承認の件 

報告事項等 理事長及び常務理事の職務執行状況の報告・業務状況の報告 

 

③第41回理事会 2023年10月31日 当センター本部会議室（Web会議形式） 

   決議事項  第1号議案 次期相談業務管理システムの開発及び開発・運用会社の選定の件 

 

④第42回理事会 2024年3月1日 当センター本部会議室（Web会議形式を併用） 

  決議事項  第1号議案 審査員、支部長及び相談室長選任の件 

第2号議案 2024年度事業計画書及び収支予算書等の承認の件 

第3号議案 特定資産変更の承認の件 

報告事項等 理事長及び常務理事の職務執行状況の報告・業務状況の報告 

 

（3）評議員選定委員会 2023年11月20日 決議の省略の方法による 

決議があったものとみなされた事項 

第1号議案 評議員の選任の件 

 

３．利用窓口の利便性向上 

利用者の利便性の向上を図る目的で、事務所の改修等を検討し、適宜実施している。2023年度

は 3月に高松支部の事務所改修を行った。 

 

４．事務局に関する事項 

（1）事務局職員の状況 

   2024年3月31日現在の事務局職員は次のとおりである。 

〔各事務局の職員数〕                   

本部・支部・相談室 本部 札幌 仙台 名古屋 大阪 広島 高松 福岡 さいたま 金沢 静岡 計 

職 員 数 16 3 4 5 6 3 3 4 4 2 3  53 

   注：上記の職員数には常勤の理事（常務理事）は含まない。 
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（2）事務局長等会議等の開催 

   本部、各支部及び相談室の事務局責任者等が参集し、事務局の連携と強化を深め、業務改

善を図ることを目的として、2023年4月24日（Web会議）及び7月7日に事務局長等会議を開催

した。 

   また、事務局職員を対象に情報セキュリティに関する訓練を実施した。 

 

５．内部管理体制の整備状況 

(1)個人情報の保護・管理等 

  個人情報の保護・管理については、当センターの「個人情報保護への取組み方針」やマイナ

ンバーの取扱いに関する基本方針等に基づき、電子情報等の取扱要領及び情報漏洩防止対策マ

ニュアル等について、継続的に周知徹底を図っている。 

    

(2)災害時危機対応策 

  災害発生時等の対策として、事務所の防災用品等の点検・補充を行うとともに、基幹システ

ムのデータバックアップ体制を継続している。 

 

 

以 上 

 


